
17 管理職手当

管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職を占める職員に支給する。 条例第９条

（１）支給範囲 規則７―１８第１条

別表第１に掲げる職を占める職員 昭和４４年通知

第３６１号

（２）支給額

給料表の別並びに職務の級及び別表第１の職欄の区分に応じ、次に掲げる額（その額に１円 規則７―１８第２条

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。

（ア）（イ）の職員以外の職員

別表第２の管理職手当欄に定める額（注）とする。

（注）１ 育児休業法第１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第１７条

の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に職員勤務時間条例第２

条第２項又は学校職員勤務時間条例第３条第２項の規定により定められたその者の勤

務時間をそれぞれ職員勤務時間条例第２条第１項又は学校職員勤務時間条例第３条第

１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

２ 給与条例附則第３２項の規定の適用を受ける職員（６０歳を超える職員等）にあっ 規則７―１８

ては、当分の間、別表第２の管理職手当欄に定める額に１００分の７０を乗じて得た 第２条の２

額（その額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００

円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げた額）とする。

（イ）定年前再任用短時間勤務職員（注）又は育児休業法第１８条第１項若しくは地方公共団体

の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第５条の規定により

採用された職員

別表第３の管理職手当欄に定める額に、職員勤務時間条例第２条第３項若しくは第４項又

は学校職員勤務時間条例第３条第３項若しくは第４項の規定により定められたその者の勤務

時間をそれぞれ職員勤務時間条例第２条第１項又は学校職員勤務時間条例第３条第１項に規

定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

（注）１ 暫定再任用短時間勤務職員以外の暫定再任用職員にあっては、別表第３の管理職手 規則７―１８―６９

当欄に定める額（育児休業法第１１条第１項に規定する育児短時間勤務職員及び育児 附則第２項

休業法第１７条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に職員勤

務時間条例第２条第２項又は学校職員勤務時間条例第３条第２項の規定により定めら

れたその者の勤務時間をそれぞれ職員勤務時間条例第２条第１項又は学校職員勤務時

間条例第３条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額）とする。

２ 暫定再任用短時間勤務職員は定年前再任用短時間勤務職員とみなす。 規則７―１８―６９

附則第３項

（３）支給方法等 規則７―１８第３条

（ア）給料の支給方法に準じて支給する。

（イ）月の１日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合（公務災害又は通勤

災害（外国派遣条例第３条第１項に規定する派遣職員、公益的法人等派遣条例第３条第１号

に規定する派遣職員又は公益的法人等退職派遣者の派遣先のものを含む。）による病気休暇

又は休職の場合を除く。）は、支給することができない。
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別表第１

組 織 職 区 分

知 事 本 庁 部 長
会 計 管 理 者 １ 種
局 長

医 療 健 康 局 長
国際経済・観光局長 ２ 種
理 事
技 監

危 機 管 理 監
デジタル政策推進監 ３ 種
副 部 長

副 局 長

参 事
技 術 参 事
課 長 ４ 種
局 長 代 理
室 長

専 門 監
部 （ 局 ） 副 参 事 ５ 種
部（局）技術副参事

総括課長補佐及び総括室
長補佐（人事委員会が定 ７ 種
める者に限る。）

公務研修所 所 長 １ 種

副 所 長 ４ 種

公文書館 館 長 ４ 種

県税事務所（仙台中央県税事 所 長 ４ 種
務所を除く。）

地 域 事 務 所 長 ５ 種

仙台中央県税事務所 所 長 ３ 種

副 所 長 ４ 種

部 長 ５ 種

扇 町 出 張 所 長 ７ 種

消防学校 校 長 ３ 種

副 校 長 ４ 種

防災ヘリコプター管理事務所 所 長 ４ 種

環境放射線監視センター 所 長 ４ 種

東京事務所 所 長 １ 種

副 所 長 ４ 種

観光物産ｻｰビｽｾﾝﾀｰ所長 ５ 種

保健環境センター 所 長 ３ 種
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副 所 長 ４ 種

部 長
５ 種

副 部 長

食肉衛生検査所 所 長
４ 種

動物愛護センター 所 長

保健福祉事務所 所 長 ３ 種

地 域 事 務 所 長
保 健 医 療 監 ４ 種
副 所 長

技 術 副 所 長
部 長 ５ 種
支 所 長

保健所 所 長 ４ 種

副 所 長
技 術 副 所 長

５ 種
部 長
支 所 長

高等看護学校 校 長

子ども総合センター 所 長 ４ 種

児童相談所 所 長

支 所 長 ５ 種

女性相談センター 所 長

さわらび学園 園 長

４ 種
リハビリテーション支援セン 所 長
ター

精神保健福祉センター 所 長

大阪事務所 所 長 ４ 種

名古屋産業立地センター
７ 種

所長

地方振興事務所 所 長 １ 種
地 域 事 務 所 長

副 所 長
３ 種

地域事務所副所長

部長（畜産振興部長を
除く。）

４ 種
地域事務所部長（畜産
振興部長を除く。）

畜 産 振 興 部 長
副 部 長

５ 種
地域事務所畜産振興部長
地域事務所副部長
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産業技術総合センター 所 長 １ 種

副 所 長 ３ 種

研 究 連 携 推 進 監
４ 種

局 長

部 長 ５ 種

計量検定所 所 長

４ 種
高等技術専門校（仙台高等技 校 長
術専門校を除く。）

仙台高等技術専門校 校 長 ３ 種

副 校 長
４ 種

障害者職業能力開発校 校 長

松島公園管理事務所 所 長 ６ 種

農業大学校 校 長 ３ 種

副 校 長 ４ 種

農業改良普及センター 所 長 ４ 種

農業・園芸総合研究所 所 長 ３ 種

副 所 長
総 務 部 長 ４ 種
企 画 調 整 部 長

部長（総務部長及び企
５ 種

画調整部長を除く。）

古川農業試験場 場 長 ３ 種

副 場 長 ４ 種

部 長 ５ 種

病害虫防除所 所 長 ４ 種

家畜保健衛生所 所 長 ４ 種

畜産試験場 場 長 ４ 種

部 長 ５ 種

王城寺原補償工事事務所 所 長 ４ 種

水産技術総合センター（気仙沼 所 長 ３ 種
水産試験場及び内水面水産試験
場を除く。） 副 所 長 ４ 種

技 術 副 所 長 ５ 種

水産技術総合センター気仙沼水 場 長 ４ 種
産試験場

部 長 ５ 種

水産技術総合センター内水面水 場 長
４ 種

産試験場
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林業技術総合センター 所 長 ４ 種

部 長 ５ 種

土木事務所（仙台土木事務所及 所 長 ３ 種
び気仙沼土木事務所を除く。）

副 所 長
４ 種

地 域 事 務 所 長

技 術 副 所 長 ５ 種

ダム 管理事務 所長 ６ 種

仙台土木事務所 所 長 １ 種

副 所 長 ３ 種

部 長
４ 種

気仙沼土木事務所 所 長

ダム 管理事務 所長 ６ 種

港湾事務所 所 長 ４ 種

ダム総合事務所 所 長 ４ 種

ダム 管理事務 所長 ６ 種

労働委員会事務局 事 務 局 長 １ 種

理 事 ２ 種

副 事 務 局 長 ３ 種

参 事
４ 種

課 長

局 副 参 事 ５ 種

総括課長補佐（人事委員
７ 種

会が定める者に限る。）

地方機関 研 究 管 理 監 ４ 種

専 門 監 ５ 種

総括次長，副園長，副校
長，部総括次長及び局総

７ 種
括次長（人事委員会が定
める者に限る。）

県 議 会 事 務 局 事 務 局 長 １ 種

理 事 ２ 種

副 事 務 局 長 ３ 種

参 事
４ 種

課 長

局 副 参 事 ５ 種

総括課長補佐（人事委員
７ 種
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会が定める者に限る。）

教育委員会 教 育 庁 教 育 監
２ 種

理 事

副 教 育 長 ３ 種

参 事
技 術 参 事

４ 種
課 長
室 長

専 門 監
庁 副 参 事 ５ 種
庁 技 術 副 参 事

総括課長補佐及び総括室
長補佐（人事委員会が定 ７ 種
める者に限る。）

教育事務所 所 長
４ 種

多賀城跡調査研究所 所 長

県立高等学校、県立中学校及 校 長 ６ 種
び県立特別支援学校 副 校 長

教 頭
事 務 部 長
事 務 室 長 ７ 種
主幹（人事委員会が定
める者に限る。）

海洋総合実習船 船 長 ５ 種

図 書 館 館 長 １ 種

副 館 長 ３ 種

企 画 管 理 部 長 ４ 種

資 料 奉 仕 部 長 ５ 種

総合教育センター 所 長 ３ 種

副 所 長
４ 種

企 画 管 理 部 長

教 育 推 進 部 長 ５ 種

自然の家 所 長 ４ 種

東北歴史博物館 副 館 長 ３ 種

管 理 部 長 ４ 種

部長（管理部長を除く。) ５ 種

美 術 館 副 館 長 ３ 種

管 理 部 長 ４ 種

部長（管理部長を除く。) ５ 種

市町村立中学校，市町村立小 校 長
６ 種

3-64



学校及び市町村立義務教育学 副 校 長
校

教 頭 ７ 種

地方機関 総括次長（人事委員会が
定める者に限る。）

７ 種
学校以外の教育機関 総括次長（人事委員会が

定める者に限る。）

人事委員会 事 務 局 事 務 局 長 １ 種

理 事 ２ 種

副 事 務 局 長 ３ 種

参 事
４ 種

課 長

局 副 参 事 ５ 種

総括課長補佐（人事委員
７ 種

会が定める者に限る。）

監 査 委 員 事 務 局 事 務 局 長 １ 種

理 事 ２ 種

副 事 務 局 長
３ 種

監 査 監

参 事
技 術 参 事 ４ 種
課 長

監 査 専 門 監
局 副 参 事 ５ 種
局 技 術 副 参 事

総括課長補佐（人事委員 ７ 種
会が定める者に限る。）

県 警 察 本 部 部 長
首 席 監 察 官
組織 犯罪対策 局長

３ 種
ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ統括官
参 事 官

参 事
課 長
企 画 官
公安委員会補佐室長
上 席 監 察 官
監 察 官
機 動 警 ら 隊 長
機 動 捜 査 隊 長
鉄 道 警 察 隊 長
機 動 隊 長 ４ 種
交 通 機 動 隊 長
高速道路交通警察隊長
科学 捜査研究 所長
監 査 室 長
犯罪被害者支援室長
健康管理センタ－所長
交通事故総合分析室長
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高齢運転者等支援室長
管理官（人事委員会が
定める者に限る。）
航 空 隊 長

管理官（人事委員会が
定める者を除く。）
会 計 調 査 官
施 設 調 査 官
自動車整備工場長
相 談 調 査 官 ５ 種
情 報 管 理 調 査 官
給 与 調 査 官
教 養 調 査 官
上 席 研 究 官
交 通 管 制 官

警察学校 校 長 ３ 種

副 校 長 ４ 種

市警察部 部 長 ３ 種

課 長 ４ 種
管 理 官

警 察 署 署長（人事委員会が定 ３ 種
める者に限る。）

署長（人事委員会が定

める者を除く。）
４ 種

副署長（人事委員会が

定める者に限る。）

副署長（人事委員会が

定める者を除き，警視

の階級にある者に限る。）

会計官（人事委員会が ５ 種
定める者に限る。）

運転免許センター 所 長
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別表第２

イ 行政職給料表

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

10 級 １ 種 １３９，３００円

１ 種 １３０，３００円
９ 級

２ 種 １１９，９００円

３ 種 ９４，０００円
８ 級

４ 種 ８４，６００円

４ 種 ７９，７００円

５ 種 ６６，４００円

７ 級 ６ 種 ５３，１００円

４４，３００円。ただし、県立高等学校、県立中学校又は県立
７ 種 特別支援学校の事務部長の職で人事委員会が定める職員にあって

は５３，１００円。

４ 種 ７４，８００円

５ 種 ６２，３００円

６ 級 ６ 種 ４９，９００円

４１，６００円。ただし、県立高等学校、県立中学校又は県立

７ 種 特別支援学校の事務部長の職で人事委員会が定める職員にあって

は４９，９００円。

５ 種 ５９，５００円

５ 級 ６ 種 ４７，６００円

７ 種 ３９，７００円

６ 種 ４４，４００円
４ 級

７ 種 ３７，０００円

ロ 公安職給料表

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

９ 級 ３ 種 ９５，７００円

８ 級 ４ 種 ８１，８００円

４ 種 ８０，５００円
７ 級

５ 種 ６７，１００円

６ 級 ５ 種 ６４，６００円

５ 級 ５ 種 ６１，０００円

ハ 教育職給料表（一）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

５４，６００円。ただし、県立高等学校及び県立特別支援学校
４ 級 ６ 種 （以下「県立高等学校等」という。）の校長の職で人事委員会が

定める職員にあっては７２，８００円又は６３，７００円。

６ 種 ５２，９００円
３ 級

７ 種 ４４，１００円。ただし、県立高等学校等の教頭の職で人事委

員会が定める職員にあっては５２，９００円。
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ニ 教育職給料表（二）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

５２，１００円（市町村立義務教育学校の校長の職にあっては

６０，８００円）。ただし、県立中学校、市町村立中学校及び市
４ 級 ６ 種 町村立小学校（以下「県立中学校等」という。）の校長の職で人

事委員会が定める職員にあっては６９，５００円又は６０，８００

円，市町村立義務教育学校の校長の職で人事委員会が定める職に

あっては６９，５００円。

６ 種 ５２，５００円

３ 級

７ 種 ４３，７００円。ただし、県立中学校等の教頭の職で人事委員

会が定める職員にあっては５２，５００円。

ホ 研究職給料表

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

１ 種 １２９，３００円

２ 種 １１９，０００円
５ 級

３ 種 １０３，４００円

４ 種 ９３，１００円

４ 種 ８０，６００円

５ 種 ６７，２００円
４ 級

６ 種 ５３，７００円

７ 種 ４４，８００円

３ 級 ７ 種 ４０，６００円

ヘ 医療職給料表（一）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

１ 種 １３７，７００円

２ 種 １２６，６００円
４ 級

３ 種 １１０，１００円

４ 種 ９９，１００円

４ 種 ９２，５００円
３ 級

５ 種 ７７，１００円

４ 種 ８５，９００円
２ 級

５ 種 ７１，６００円

ト 医療職給料表（二）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

４ 種 ７９，７００円
７ 級

５ 種 ６６，４００円

４ 種 ７４，８００円

５ 種 ６２，３００円
６ 級

６ 種 ４９，９００円

７ 種 ４１，６００円

５ 級 ７ 種 ３９，３００円
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チ 医療職給料表（三）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

４ 種 ７８，０００円
６ 級

５ 種 ６５，０００円

６ 種 ４７，４００円
５ 級

７ 種 ３９，５００円

備考
別表第１に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当を定める特段の

事情があると人事委員会が認める職を占める職員に支給する管理職手当については、

当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲

内で人事委員会が別に定める額とする。

一 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一
段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

二 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一

段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

三 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、
当該職の区分に係る管理職手当の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

四 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、

当該職の区分に係る管理職手当の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える

額
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別表第３

イ 行政職給料表

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

10 級 １ 種 １３３，６００円

１ 種 １１２，９００円
９ 級

２ 種 １０３，９００円

３ 種 ７９，８００円
８ 級

４ 種 ７１，８００円

４ 種 ６５，６００円

５ 種 ５４，７００円

７ 級 ６ 種 ４３，８００円

３６，５００円。ただし，県立高等学校，県立中学校又は県立

７ 種 特別支援学校の事務部長の職で人事委員会が定める職員にあって

は４３，８００円。

４ 種 ５７，８００円

５ 種 ４８，２００円

６ 級 ６ 種 ３８，５００円

３２，１００円。ただし，県立高等学校，県立中学校又は県立

７ 種 特別支援学校の事務部長の職で人事委員会が定める職員にあって

は３８，５００円

５ 種 ４４，３００円

５ 級 ６ 種 ３５，４００円

７ 種 ２９，５００円

６ 種 ３３，５００円
４ 級

７ 種 ２７，９００円

ロ 公安職給料表

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

９ 級 ３ 種 ８３，８００円

８ 級 ４ 種 ６９，５００円

４ 種 ６２，９００円
７ 級

５ 種 ５２，５００円

６ 級 ５ 種 ４８，８００円

５ 級 ５ 種 ４６，６００円

ハ 教育職給料表（一）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

５１，０００円。ただし，県立高等学校等の校長の職で人事委

４ 級 ６ 種 員会が定める職員にあっては６８，０００円又は５９，５００
円。

６ 種 ４１，５００円

３ 級
７ 種 ３４，６００円。ただし，県立高等学校等の教頭の職で人事委

員会が定める職員にあっては４１，５００円。
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ニ 教育職給料表（二）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

４９，８００円（市町村立義務教育学校の校長の職にあっては

５８，０００円）。ただし，県立中学校等の校長の職で人事委員
４ 級 ６ 種 会が定める職員にあっては６６，３００円又は５８，０００円，

市町村立義務教育学校の校長の職で人事委員会が定める職にあっ

ては６６，３００円。

６ 種 ４０，７００円

３ 級

７ 種 ３３，９００円。ただし，県立中学校等の教頭の職で人事委員

会が定める職員にあっては４０，７００円。

ホ 研究職給料表

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

１ 種 ９８，３００円

２ 種 ９０，５００円
５ 級

３ 種 ７８，７００円

４ 種 ７０，８００円

４ 種 ５９，９００円

５ 種 ４９，９００円
４ 級

６ 種 ３９，９００円

７ 種 ３３，３００円

３ 級 ７ 種 ２８，９００円

ヘ 医療職給料表（一）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

１ 種 １１５，９００円

２ 種 １０６，７００円
４ 級

３ 種 ９２，７００円

４ 種 ８３，５００円

４ 種 ７０，３００円
３ 級

５ 種 ５８，６００円

４ 種 ６０，５００円
２ 級

５ 種 ５０，４００円

ト 医療職給料表（二）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

４ 種 ６５，６００円
７ 級

５ 種 ５４，７００円

４ 種 ５７，８００円

５ 種 ４８，２００円
６ 級

６ 種 ３８，５００円

７ 種 ３２，１００円

５ 級 ７ 種 ２８，７００円
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チ 医療職給料表（三）

職務の級 区 分 管 理 職 手 当

４ 種 ５９，９００円
６ 級

５ 種 ４９，９００円

６ 種 ３５，３００円
５ 級

７ 種 ２９，５００円

備考
別表第１に掲げる職のうち，この表に掲げられていない管理職手当を定める特段の

事情があると人事委員会が認める職を占める職員に支給する管理職手当については，

当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して，次の各号に掲げる額の範囲

内で人事委員会が別に定める額とする。

一 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に，当該職の区分より一
段高い区分があるときは，当該区分に係る管理職手当の額未満の額

二 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に，当該職の区分より一

段低い区分があるときは，当該区分に係る管理職手当の額を超える額

三 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に，
当該職の区分に係る管理職手当の区分があるときは，当該管理職手当の額未満の額

四 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に，

当該職の区分に係る管理職手当の区分があるときは，当該管理職手当の額を超える

額
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